
別紙 ２  

 「『合法性等の証明された木材の普及促進事業  

2009年合法証明木材等推進シンポジウムの開催（仮称）』運営実施業務」 

業務仕様書 

 

１ 名 称 

業務の名称は『合法性等の証明された木材の普及促進事業 2009年合法証明木材等推進シンポジウム

の開催（仮称）』運営実施業務とする。 

 

２ 事業概要 

社団法人全国木材組合連合会が主催する「合法性等の証明された木材の普及促進事業 合法木材等

推進シンポジウム（仮称）」の企画、開催準備、設営および運営全般に係る業務を行なう。 

 

３ 業務の内容 

Ａ．事前準備業務 

（１）海外からの招待者および出席者に関する業務 

海外からの招待者及び出席者を決定するにあたり、受託者は必要となる事務作業の補助を行う。

具体的には以下の業務を行う。 

①海外からの出席者に対する連絡業務 

海外から出席する基調講演者及びパネリスト等招待者（３－４名）に対して、委託者の指示に

より出席要請、会議準備に関する要請、問い合わせへの対応、出席確認、結果のとりまとめを

行う。 

②海外から招待者に対する交通、宿泊の手配 

受託者は必要に応じ、海外からの招待者の宿泊、また会場までの交通を手配する。 

（２）参加登録業務 

受託者はＦＡＸ，Ｅメールにてシンポジウムへの参加申込みを受付ける。必要となる参加申込

み書類は担当者の指示のもと、受託者が作成する。登録の状況はリスト等により適宜管理し、

担当者の求めに応じ随時提出を行えるようにすること。また参加者からの問い合わせに対して

も受託者にて対応を行うこと。 

 

Ｂ．当日運営業務 

（１）必要な人員の配置 

（２）開催会場との調整、連携 

（３）シンポジウム内容の音声収録 

（４）シンポジウム運営に必要な機材一式の管理、運用 

（５）通訳 

同時通訳者（日・英）の手配、 

同時通訳機材の設置、運用、撤去 

（６）看板表示版の設置 

（７）配付資料の作成 

第一部、第二部、第三部の講演、報告内容をまとめた日英併せて４０ページ程度の簡易印刷物

を作成、配布 

Ｃ．事後処理業務 

（１）成果物の納入 
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①提出期限 

平成２２年１月１５日（金） 

②提出場所 

社団法人全国木材組合連合会  

電話０３－３５８０－３２１５ 

③納入成果物 

Ａ．音声収録データ １セット 

収録する音声データはＭＰ３形式とし、ＣＤ－ＲＯＭ等の電子媒体にて提出すること。 

Ｂ．会議報告書  １セット 

講演、シンポジウムの議事録を含むこと。提出物はＡ４判で印刷し簡易に製本したもの、

およびMicrosoft Word形式の電子ファイルを電子媒体に収録したものの２種類とする。 

④その他 

 納入に際しては担当者の検査を受け、受託者側の責めによる不備が発見された場合には、 

無償にて速やかに必要な措置を講ずること。 

 

４ 実施期間 

契約締結日から平成２２年１月１５日（金）までとする。 

 

５ 著作権等の扱い 

（１）成果物に係る著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権および所有権（以下「著作権等」 

   という。）は、社団法人全国木材組合連合会が保有するものとする。 

（２）成果物に含まれる受託者または第三者が権利を有する著作物等（以下、「既存著作物」という。） 

   の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

（３）納入される成果物に既存著作物が含まれる場合は、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用 

   の負担および使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 

 

６ 個人情報等の取り扱い 

業務において収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、受託者が適切

に管理を行うものとする。 

。 

７ 提出書類等 

（１）選考への参加を希望する者は、期限までに下記にあげる必要な書類を各４部提出すること。 

①経費概算見積書 

②実施スケジュール表 

③運営実施体制表 

④過去３年間において林業に関連する類似のシンポジウムを複数回運営した実績を示す資料 

（様式自由） 

※上記①～④の書類は、それぞれ別綴とすること。 

（２）提出先 

   社団法人全国木材組合連合会  

   電話 ０３－３５８０－３２１５ 

（３）提出期限 

   平成２１年１１月６日（金） １５時まで 

（４）提出方法 
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    持参または郵送による。 

    ただし、郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し、必ず到着を確認すること。 

   事故等により到着が遅延した場合も、期限を過ぎた場合は一切受理しない。 

（５）選考結果 

    選考の結果は選考に参加したすべての者に対し、提案会終了後１週間以内に通知する。 

 

８ 仕様について 

受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本

仕様書に記載のない細部については、担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。 

 

９ 担  当 

   社団法人全国木材組合連合会  担当：藤原、若園、加藤 

   電話 ０３－３５８０－３２１５   ＦＡＸ ０３－３５８０―３２２６ 

   Ｅメール info@zenmoku.jp 
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